
高齢者や障がい者、さまざまな人の目線で考え、行動する姿勢｢ユニバーサルマナー｣を一緒

に学びませんか。ユニバーサルマナー検定 3級が取得できます。

日時 7 月 4日（火）午後 2時～4時 受付：午後 1時 30 分

場所 地域交流センターともべ「トモア」（笠間市友部駅前 1-10）

対象 市内在住・在勤・在学の方

定員 30 名(定員を超えた場合は抽選)

参加費 2,500 円

申込方法 窓口で直接または電話、右の二次元コードからお申し込みください。

申込期限 6 月 16 日（金）

⑬ ユニバーサルマナー講習会 問・申 総務課(内線 132)

パソコンに慣れたい、または基礎固めをしたい初心者向けの初級コースと、すでにパソコンを

使用し、ワードで文書作成、エクセルで表作成ができるレベル向けの中級コースがあります。

場所 (社福)茨城県母子寡婦福祉連合会

対象 県内在住のひとり親家庭の母・父で 4日間出席できる方

定員 各コース 15 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 1,000 円

申込方法 申込期限日までに必着で、郵送または FAX でお申し込みください。申込用紙はホー

ムページ(http://www.ibaboren.or.jp)からダウンロードできます。

⑭ ひとり親家庭の母・父のためのパソコン講習会
問・申 (社福)茨城県母子寡婦福祉連合会(水戸市八幡町 11-52）

℡ 029-221-8497 FAX 029-221-8618

コース 日時 申込期限

初級 7月8日、15日、22日、29日の土曜日 午前9時30分～午後4時

受付：午前8時50分

6月29日（木）

中級 8月5日、12日、19日、26日の土曜日 7月27日（木）

茨城県障害者スポーツ大会｢団体競技・レクリエーション競技｣が開催されます。参加希望の

場合は、県ホームページ(｢令和 5年度茨城県障害者スポーツ大会｣で検索)で詳細をご確認いた

だくか、電話でお問い合わせください。

申込期間 6 月 5 日（月）～7月 12 日（水）

⑮ 令和 5年度 茨城県障害者スポーツ大会 問 社会福祉課(内線 156)

市では、水道料金等の債権回収率の向上を図り、市民に対する公平性を確保するため、未収金

管理回収業務を委託します。

委託者 弁護士法人舘野法律事務所弁護士 舘野 完 (東京都渋谷区渋谷2-16-8 南雲ビル2･4階）
たての たもつ

委託期間 4 月 14 日～令和 6年 3月 31 日

委託する債権 水道料金、公共下水道使用料等、農業集落排水使用料

⑫ 水道料金等未収金の債権回収業務を委託します
問 水道料金：水道課(内線 71231) 公共下水道使用料等：下水道課(内線 71130)

農業集落排水使用料：下水道課(内線 71111)
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家庭ごみは地域の集積所へ。
環境センターへの持ち込み削減にご協力ください。


